
Ｑ５５ 現在「短期滞在」で在留しています。これから日本に中長期間住みたいのですが、ほかの在留資格に変更できますか。

入管法では、「短期滞在」からの在留資格変更については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとされて

いますので、原則として認められません。

　日本に中長期間在留することを希望する場合は、地方出入国在留管理局等に対して在留資格認定証明書交付申請（在留資格認定証明

書交付申請の対象外である場合は在外公館での査証申請）を行ってください。

（注）単に本邦に在留中に在留資格認定証明書が交付されたことをもって、やむを得ない特別の事情に該当するものではありません。


